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は
じ
め
に

　
一
九
四
〇
年
代
、
自
己
調
整
的
市
場
の
欠
陥
に
注
目
し
た
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
、
人
間
が
市
場
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
た
め
の
協
力
、
社
会

政
策
と
社
会
経
済
と
を
統
合
す
る
必
要
性
を
訴
え
た
﹇
ポ
ラ
ン

ニ
ー 1975

﹈。
そ
の
後
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
市
民
の
教
育
と
最
低
限
の

生
活
に
関
す
る
権
利
が
福
祉
国
家
の
土
台
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
論

じ
た
﹇M

arshall 1950

﹈。
両
者
の
主
張
を
き
っ
か
け
に
、
市
民
の

社
会
的
権
利
を
守
る
に
は
個
人
が
市
場
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
所

得
保
障
政
策
等
の
実
施
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ

て
い
く
。
社
会
保
障
は
、
所
得
移
転
に
よ
る
所
得
保
障
と
医
療
と
介

護
等
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
の
二
つ
の
柱
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
本

稿
が
注
目
す
る
所
得
保
障
は
、
貧
困
の
危
機
に
陥
る
者
に
対
し
て
最

低
限
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に
経
済
的
援
助
を
行
う
制
度
で
あ

り
、
社
会
保
障
体
系
の
一
環
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
社
会
保
障
体
系
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
費
用
の
問
題

が
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
細
分
化
す
る
と
「
誰
が
保
護
さ
れ

る
の
か
」「
誰
が
支
払
う
の
か
」「
何
を
も
っ
て
支
払
う
の
か
」
の
三

つ
の
質
問
に
分
け
ら
れ
る
。「
誰
が
保
護
さ
れ
る
の
か
」
に
関
し

て
、
氏
原
・
江
口
﹇1956

﹈
は
貧
困
の
設
定
基
準
に
つ
い
て
、
消
費

面
の
等
質
性
に
注
目
し
た
う
え
で
、
異
な
る
社
会
階
層
に
お
け
る
貧

困
の
属
性
と
貧
困
現
象
の
多
様
性
の
視
点
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、

岩
田
﹇2010: 15– 17

﹈
は
、
働
け
な
い
貧
困
者
に
関
す
る
救
済
が
容

認
さ
れ
る
一
方
、
働
け
る
貧
困
者
を
社
会
福
祉
の
内
側
に
取
り
込
む

中
国
の
農
村
社
会
に
お
け
る 

共
有
経
済
の
創
出
と
地
域
福
祉
│
│
湖
南
省
羊
村
の
取
り
組
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困
難
性
を
危
惧
し
、「
働
け
る
」
と
「
働
け
な
い
」
の
境
界
線
に
関

す
る
経
済
尺
度
と
社
会
尺
度
が
曖
昧
で
あ
り
、
交
錯
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。「
誰
が
支
払
う
の
か
」
に
つ
い
て
、
福
祉
レ

ジ
ー
ム
は
家
族
、
市
場
、
政
府
か
ら
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
エ
ス
ピ

ン－

ア
ン
デ
ル
セ
ン
﹇2001: 8 ‒38

﹈
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
や
南
欧

と
い
っ
た
「
後
発
福
祉
国
家
」
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割

が
指
摘
さ
れ
た
﹇
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ペ
ン
グ 2003; 

宮
本
・
ペ
ン
グ
・

埋
橋 2003

﹈。
新
川
﹇2011: 1 1
﹈
は
福
祉
国
家
を
超
克
す
る
福
祉

レ
ジ
ー
ム
の
再
編
を
考
慮
す
る
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
加
え
る
こ

と
の
妥
当
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
工
業
化
の
中
で
そ
の
衰
退
と
現
代

の
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
共
同
体
的
な
契
機
」
の
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。

　
対
象
の
範
囲
と
保
障
の
程
度
は
時
代
と
社
会
環
境
に
よ
っ
て
変
化

す
る
が
、
各
国
の
社
会
保
障
制
度
は
前
記
三
つ
の
質
問
に
対
し
て
は

比
較
的
明
確
な
答
え
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

役
割
を
主
張
す
る
研
究
は
「
何
を
も
っ
て
支
払
う
の
か
」
に
関
し
て

明
確
な
回
答
を
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
家
族
、
市
場
、
政

府
に
比
べ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
安
定
的
な
財
源
や
拠
出
を
維
持
す

る
シ
ス
テ
ム
が
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
武
川

﹇2008

﹈
に
よ
れ
ば
、
地
域
福
祉
は
二
一
世
紀
の
日
本
の
社
会
福
祉

の
中
で
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
展
開
は
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
行
政
と
企
業
と
市
民
が
対
等
な
立
場
に

立
っ
て
地
域
の
問
題
の
解
決
に
協
力
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
地
域
の
内
部
資
源
の
効
率
的
か
つ
持
続
可
能
な
利
用
に
向
け
て

の
外
部
に
よ
る
人
的
、
資
金
的
、
技
術
的
協
力
を
求
め
る
行
為
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
地
域
福
祉
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
、
欧
州
諸
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ワ
ー
ク
な
ど
の
類
似
す
る
い
ず
れ
の
概
念
に
お
い
て
も
、
自
主
財
源

を
確
立
し
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
生
活
機
能
を
完
結
す
る
シ

ス
テ
ム
に
な
ら
な
い
﹇
野
口 2011

﹈。

　
如
何
に
し
て
外
部
に
依
存
せ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
支
払
う
能
力

を
持
た
せ
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
諸
研
究
は
明
確
に
回
答
し

て
い
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
続
可
能
か
否
か
は
、
そ
の
再
生
に

必
要
な
人
的
物
的
諸
要
素
の
量
と
生
産
（
再
生
産
）
能
力
と
を
比
較

し
て
決
ま
る
。
地
域
人
口
論
と
産
業
立
地
論
の
考
え
を
引
用
す
る

と
、
地
域
の
経
済
活
動
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
⑴
地
域
の
生
産
能

力
が
地
域
内
の
消
費
量
を
上
回
り
、
余
剰
分
を
地
域
外
に
移
出
す
る

活
動
。
⑵
地
域
内
部
の
需
要
を
満
た
す
た
め
の
活
動
。
⑶
地
域
の
自

己
消
費
が
充
足
で
き
ず
、
地
域
外
か
ら
移
入
す
る
活
動
で
あ
る
。
⑴

は
地
域
外
か
ら
所
得
を
得
て
、
地
域
の
存
立
発
展
を
支
え
る
が
、
⑵

と
⑶
の
い
ず
れ
も
地
域
の
発
展
を
直
接
可
能
に
す
る
こ
と
は
な
い

﹇
濱
・
山
口 1997: 123

﹈。
存
続
の
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
外
部

と
の
取
引
を
す
る
材
料
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
市
場
経
済
で
は

労
働
力
も
重
要
な
商
品
で
あ
る
た
め
、
特
に
二
元
経
済
論
の
観
点
か

ら
み
れ
ば
、
農
村
が
主
に
提
供
す
る
の
は
食
料
、
原
材
料
と
労
働
力

で
あ
る
。
従
っ
て
、
商
品
も
労
働
力
も
非
農
業
部
門
市
場
に
依
存
し
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て
き
た
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自
主
財
源
を
確
立
さ
せ
る
に
は
、
工

業
化
と
私
有
化
の
中
で
衰
退
と
縮
小
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
共
同

体
関
係
ま
た
は
共
有
資
源
の
再
建
と
構
築
が
必
要
で
あ
る
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
共
有
資
源
は
、
土
地
、
資
本
、
労
働
で

あ
り
、
生
活
を
支
え
る
の
に
必
要
な
生
産
要
素
が
す
べ
て
含
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
自
発
的
な
感
情
的
な
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
）
が
機
能
体
組
織
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
に
移
行
す
る
際
、
地

縁
、
血
縁
等
に
よ
っ
て
発
生
し
た
社
会
関
係
が
個
人
の
利
益
を
追
求

す
る
も
の
に
変
化
し
た
﹇
テ
ン
ニ
エ
ス 1957

﹈。
ま
た
、
私
有
制
に

基
づ
く
市
場
経
済
の
浸
透
に
伴
い
、
利
用
者
は
自
己
利
益
の
最
大
化

を
目
指
し
、
そ
の
判
断
と
行
動
が
共
有
資
源
の
減
少
を
招
き
、
最
終

的
に
共
有
経
済
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

﹇H
arding 1968

﹈。
そ
れ
に
対
し
て
、
リ
フ
キ
ン
﹇2015: 238

﹈
は

「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
認
め
な
が

ら
も
そ
の
必
然
性
を
否
定
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
回
避
で
き
る

と
主
張
し
た
。
共
有
資
源
の
利
用
に
あ
た
っ
て
、
オ
ス
ト
ロ
ム
は
利

用
者
組
合
が
政
府
に
よ
る
承
認
を
得
た
う
え
で
利
用
者
の
範
囲
、
利

用
制
限
と
規
則
、
組
合
の
運
営
と
責
任
、
罰
則
を
決
め
、
利
用
者
同

士
の
争
い
を
低
コ
ス
ト
で
迅
速
に
調
停
す
る
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
﹇O

strom
 1990: 91 ‒102

﹈。
つ
ま
り
、

共
有
資
源
の
管
理
、
保
護
、
利
用
し
て
い
く
環
境
を
整
備
し
な
が

ら
、
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
を
防
ぐ
た
め
の
コ
ス
ト
を
効
果
的
に
抑
え

る
重
要
性
を
主
張
し
た
。

　
以
上
の
考
え
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
、
制
度
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、

政
府
に
よ
る
福
祉
機
能
が
不
十
分
で
あ
る
中
国
の
農
村
地
域
に
注
目

す
る
。
制
度
化
さ
れ
た
家
族
、
市
場
、
政
府
に
よ
っ
て
社
会
福
祉
が

提
供
さ
れ
な
い
場
合
、
合
理
的
に
構
築
、
管
理
、
利
用
さ
れ
る
共
有

資
源
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
家
族
、
市
場
、
政
府
の
代
わ
り
に
四

つ
目
の
主
体
に
な
る
可
能
性
お
よ
び
そ
の
利
用
に
必
要
な
条
件
に
つ

い
て
論
じ
て
い
く
。
ま
た
、
共
有
経
済
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

よ
る
社
会
福
祉
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
生
存
と
社
会
的
再
生
に
必

要
な
消
極
的
な
選
択
肢
で
は
な
く
、
市
場
経
済
が
浸
透
し
、
機
能
体

組
織
に
移
行
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
、
住
民
権
に
基
づ
く
積
極

的
な
も
の
に
な
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

　
具
体
的
に
は
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
有
し
て
お
ら
ず
、
物
権

化
し
た
請
負
権
を
持
つ
中
国
の
農
民
が
資
産
的
価
値
の
低
い
土
地
を

用
い
て
持
続
的
に
生
産
活
動
を
行
う
こ
と
に
注
目
す
る
。
研
究
対
象

と
な
る
中
国
湖
南
省
羊
〉
1
〈村
は
、
共
有
的
な
社
会
関
係
に
よ
っ
て
統
御

さ
れ
る
経
済
を
頼
り
に
、
村
が
主
体
と
な
っ
て
貧
困
扶
助
を
展
開
し

て
き
た
。
つ
ま
り
、
本
稿
に
お
け
る
前
記
の
主
張
を
検
証
す
る
の
に

妥
当
性
を
有
し
、
研
究
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
十
分
可
能
な
地
域

と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
事
例
を
通
じ
て
共
有
経
済
の
再
建
と

農
村
社
会
に
お
け
る
保
障
の
展
開
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
た

い
。「
三
権
分
〉
2
〈置

」
に
基
づ
く
所
有
制
の
下
で
、
村
を
単
位
と
し
た

合
作
社
が
大
規
模
な
農
業
経
営
を
行
い
、
経
営
利
益
の
配
分
を
通
じ

て
貧
困
世
帯
、
高
齢
世
帯
に
安
定
的
な
収
入
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
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現
代
的
な
農
業
経
営
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ

ら
に
、
共
有
経
済
に
よ
る
貧
困
扶
助
の
仕
組
み
、
機
能
す
る
条
件
お

よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
　
生
産
福
祉
シ
ス
テ
ム
と
共
有
経
済

　
伝
統
社
会
に
お
け
る
地
域
に
よ
る
福
祉
の
提
供
は
、
共
同
体
関
係

に
基
づ
く
も
の
と
な
る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
、
地
縁
、
血
縁
に

よ
っ
て
発
生
す
る
社
会
関
係
の
中
で
、
人
々
は
互
い
に
影
響
し
合

い
、
陶
冶
し
合
い
、
現
代
に
至
る
ま
で
親
族
以
外
の
者
に
も
福
祉
を

提
供
し
続
け
て
き
た
。
例
え
ば
、
日
本
の
村
落
社
会
で
は
、
人
々
が

安
定
的
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
家
々
の
連
携
が
常
に
必
要
で
あ

り
、
一
個
の
家
単
独
で
は
処
理
で
き
な
い
田
植
え
、
収
穫
、
用
水
の

管
理
等
は
協
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
﹇
鳥
越 1985: 54 ‒85

﹈。
つ
ま

り
、
日
本
の
村
落
社
会
に
お
け
る
資
源
の
共
有
は
、
個
人
に
も
政
府

に
も
管
理
さ
れ
な
い
財
産
に
対
す
る
利
用
と
管
理
だ
け
で
は
な
く
、

諸
資
源
を
共
有
化
す
る
こ
と
で
公
共
財
を
作
り
出
し
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
協
働
に
基
づ
く
集
団
的
土
地
利
用
は
、
分
散
し
た
零
細
的
な

農
業
経
営
を
克
服
し
、
土
地
利
用
型
農
業
に
お
け
る
生
産
性
の
向
上

を
実
現
す
る
た
め
の
機
械
化
体
系
に
対
応
す
る
規
模
的
経
営
を
実
現

し
た
﹇
長
濱 2007

﹈。
ま
た
、
協
働
は
単
な
る
労
働
力
の
交
換
で
は

な
く
、
単
独
労
働
を
上
回
る
価
値
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
共
有
と
分

配
す
る
方
式
で
も
あ
る
﹇
鳥
越 1985: 121

﹈。

　
日
本
の
共
同
体
関
係
に
対
し
て
、
中
国
の
農
村
社
会
で
は
、
一
部

の
構
成
員
に
よ
る
共
通
の
利
益
に
基
づ
く
「
合
理
的
、
打
算
的
」
な

人
間
関
係
が
基
本
と
な
る
た
め
、
協
働
を
下
支
え
す
る
共
同
体
機
能

が
欠
如
し
て
い
る
﹇
田
原 2001

﹈。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
経
済
の

産
業
化
と
市
場
化
の
推
進
に
伴
い
、
中
国
の
農
村
社
会
で
は
個
人
が

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
独
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
社
会
の
連
帯
が

さ
ら
に
低
下
し
た
﹇Yuan et al. 2018

﹈。
伝
統
的
な
地
域
社
会
の
規

則
、
慣
行
を
含
め
る
諸
制
度
の
個
人
に
対
す
る
拘
束
力
と
有
効
性
を

失
い
、
農
村
社
会
の
社
会
的
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
、
病
気
、
失
業
、

高
齢
等
に
よ
っ
て
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
対
処
す
る
能
力

の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹇M

a et al. 2018

﹈。
そ
の

た
め
、
社
会
的
リ
ス
ク
か
ら
住
民
の
利
益
を
守
る
た
め
に
は
、
共
有

資
源
の
創
出
と
有
効
利
用
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
﹇N

orris et al. 
2008

﹈。
如
何
に
し
て
持
続
可
能
な
生
産
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
か
は
地
域
社
会
の
存
続
に
関
わ
る
カ
ギ
と
な
る
。
近
年
、
中
国
で

は
社
会
福
祉
の
提
供
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割
が
注
目
さ
れ

る
な
か
、
持
続
可
能
な
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
対
し
て
二
つ
の
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
村
民
委
員
会
が
主
導
す
る
福
祉

を
村
民
の
全
員
参
加
と
い
う
条
件
の
下
で
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

所
得
調
整
の
意
味
を
持
つ
徴
収
、
調
節
、
分
配
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
本

質
を
見
れ
ば
、
こ
の
「
半
官
半
民
」
的
な
シ
ス
テ
ム
は
政
府
に
よ
る

所
得
再
分
配
構
造
に
類
似
し
て
お
り
、
実
施
す
る
こ
と
に
当
た
っ

て
、
強
力
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
必
要
と
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す
る
。
も
う
一
つ
は
住
民
の
自
由
参
加
に
基
づ
く
互
助
組
織
で
あ

る
。
こ
の
場
合
は
積
極
的
な
住
民
参
加
以
外
に
、
シ
ス
テ
ム
の
制
度

化
と
組
織
化
、
そ
し
て
そ
れ
を
け
ん
引
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
が
欠

か
せ
な
い
﹇
張 2020: 203 ‒205

﹈。

　
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
に
よ
る
資
源
の
共
有
は
、
生
産
効

率
の
向
上
と
私
的
利
益
の
最
大
化
を
目
的
と
す
る
市
場
経
済
に
対
抗

す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
市
場
機
能
へ
の
調
整
お
よ
び
補
完
と

位
置
付
け
ら
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
﹇1989: 241 ‒242

﹈
に
よ
れ

ば
、
市
場
と
組
織
は
代
替
関
係
を
も
つ
取
引
様
式
で
あ
り
、
参
入
と

退
出
が
自
由
で
あ
る
と
す
る
。
短
期
的
な
取
引
で
あ
る
市
場
活
動
に

比
べ
、
組
織
は
参
入
と
退
出
が
制
限
さ
れ
た
長
期
的
な
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
十
分
機
能
し
て
い
な
い
場
合
、
組
織
化

の
メ
リ
ッ
ト
は
よ
り
顕
著
に
な
る
。
長
期
的
な
取
引
を
労
働
力
、
家

族
、
地
域
社
会
お
よ
び
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
制
度
な
ど
、
再
生
産
を

総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、
共
有
経
済
は
、
労
働
交
換
に
基
づ
く
農
業

の
展
開
と
生
産
要
素
に
対
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
利
益
分
配
と
い
っ

た
短
期
的
な
農
業
経
営
の
概
念
を
超
え
、
構
成
員
の
住
民
権
に
基
づ

く
生
産
福
祉
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
無
論
、
現
代
社
会
で
は
多
様
な
利
益
選
択
に
伴
う
行
動
と
、
そ
れ

を
実
現
す
る
機
能
の
備
わ
る
社
会
組
織
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
共
有
経
済
を
実
現
す
る
に
は
私
的
利
益
に
よ
る
共
有
資
源
へ

の
侵
害
、
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
間
の
限
定
合
理
性
と
機
会
主
義
的
行
動
に
よ
っ
て
利
害
関
係

者
同
士
に
よ
る
監
視
、
交
渉
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
う
取
引
コ

ス
〉
3
〈

ト
が
発
生
す
る
。
人
々
は
取
引
コ
ス
ト
を
比
較
し
て
長
期
的
ま
た

は
短
期
的
取
引
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
組
織
は
人
々
の

選
択
に
よ
っ
て
そ
の
存
続
と
崩
壊
が
決
ま
る
。

　
中
国
の
農
村
地
域
社
会
に
お
け
る
連
帯
が
低
下
し
た
結
果
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
、
と
り
わ
け
若
年
世
代
が
都
市
文
化
や
個

人
主
義
の
理
念
に
共
感
を
持
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
忠
誠
を
軽
視

す
る
傾
向
を
強
め
た
﹇W

ang et al. 2017

﹈。
こ
の
よ
う
な
社
会
環

境
の
中
で
、
共
有
資
源
の
利
用
に
基
づ
く
協
働
を
展
開
す
る
に
は
、

彼
ら
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
市
場
原
理
に
基
づ
く
短
期
的
取
引
、
す

な
わ
ち
、
労
働
の
賃
金
化
、
利
益
配
分
の
規
則
化
と
明
確
化
を
導
入

し
な
が
ら
、
共
有
資
源
の
創
出
と
利
用
に
基
づ
く
生
産
福
祉
シ
ス
テ

ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

二
　
中
国
農
村
に
お
け
る
社
会
保
障
の
展
開

　
一
九
五
〇
年
代
初
期
の
社
会
主
義
改
革
以
降
、
中
国
政
府
は
都
市

部
の
労
働
者
に
対
し
て
充
実
し
た
労
働
保
険
制
度
を
提
供
し
、
農
村

部
で
は
部
分
的
に
保
護
す
る
「
五
〉
4
〈保

」
制
度
を
設
け
た
。
そ
れ
以
外

に
国
民
の
基
本
生
活
を
保
障
す
る
制
度
が
存
在
せ
ず
、
労
働
能
力
の

低
下
等
に
よ
っ
て
生
活
が
維
持
で
き
な
い
者
は
最
低
限
の
保
障
を
家

族
や
親
族
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。

　
改
革
開
放
政
策
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、
長
期
に
わ
た
る
工
業
化
と
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経
済
成
長
に
よ
り
、
国
内
に
お
け
る
貧
困
問
題
は
大
幅
に
改
善
さ
れ

た
。
こ
の
所
得
の
向
上
は
、
市
民
が
自
ら
の
労
働
を
商
品
化
す
る
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
、
貧
困
者
へ
の
所
得
移
転
に
よ
る
再
分
配
の
シ

ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
市
場
経
済
の
導
入

は
そ
れ
ま
で
の
国
有
企
業
と
人
民
公
社
が
支
え
て
い
た
社
会
保
障
制

度
を
崩
壊
さ
せ
、
中
国
の
社
会
福
祉
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
の
十
数
年
の
模
索
を
経
て
、
都
市
部
の
国
有
企
業
に
基

づ
く
社
会
福
祉
は
市
場
に
基
づ
く
社
会
福
祉
へ
と
方
向
転
換
が
行
わ

れ
た
が
、
貧
困
扶
助
制
度
と
経
済
発
展
が
進
ん
で
い
な
い
農
村
地
域

で
は
、
特
に
労
働
能
力
を
有
し
な
い
農
民
を
中
心
に
貧
困
が
深
刻
化

し
た
。

　
一
九
九
三
年
、
国
有
企
業
改
革
に
伴
う
大
量
の
失
業
者
に
対
応
す

る
た
め
、
上
海
で
は
「
低
保
」
と
称
す
る
公
的
扶
助
制
度
が
実
施
さ

れ
、
さ
ら
に
一
九
九
九
年
に
「
都
市
住
民
最
低
生
活
保
障
条
例
」
が

公
布
さ
れ
て
全
国
の
都
市
部
に
普
及
し
た
。
農
村
部
で
は
一
九
九
四

年
に
「
低
保
」
制
度
に
対
す
る
検
討
が
開
始
さ
れ
た
が
、
一
〇
の
省

で
実
験
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
二
年
、
全
国
的
な
制
度
と
し

て
確
立
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
り
﹇
張 2008

﹈、
都

市
部
よ
り
大
幅
に
遅
れ
た
。
さ
ら
に
、
実
施
当
初
、
救
済
範
囲
の
狭

さ
や
保
障
水
準
の
低
さ
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
﹇
王 2007: 8

﹈、
そ

の
後
、
見
直
し
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
貧
困
層
が
十
分
カ
バ
ー
さ
れ

て
お
ら
ず
、
貧
困
扶
助
は
都
市
優
先
、
農
村
軽
視
で
あ
り
、
問
題
は

深
刻
で
あ
っ
た
﹇
王 2010: 164 ‒177

﹈。

　
羅
﹇2018

﹈
は
約
七
万
三
千
世
帯
の
デ
ー
タ
に
因
子
分
析
を
適
用

し
た
結
果
、
中
国
農
村
で
は
貧
困
率
が
低
下
し
て
い
る
が
、
貧
困
の

程
度
は
根
本
的
に
変
化
し
て
い
な
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
貧
困
世

帯
と
非
貧
困
世
帯
と
の
所
得
格
差
が
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
特
に
二
〇

一
〇
年
以
後
、
貧
困
世
帯
へ
の
扶
助
は
よ
り
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

立
地
条
件
以
外
に
、
貧
困
世
帯
と
非
貧
困
世
帯
の
所
得
格
差
は
主
に

賃
労
働
に
よ
る
も
の
で
、
世
帯
間
に
お
け
る
労
働
力
の
数
の
違
い
は

所
得
格
差
を
も
た
ら
す
主
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
非
貧
困

世
帯
に
比
べ
、
貧
困
世
帯
の
生
計
は
よ
り
農
業
生
産
に
頼
る
傾
向
が

み
ら
れ
た
。
貧
困
扶
助
政
策
の
展
開
に
関
し
て
、
羅
は
そ
の
効
果
を

期
待
し
つ
つ
も
、
実
際
貧
困
率
の
低
下
に
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と
を

認
め
た
。

　
市
場
経
済
の
進
展
に
よ
り
、
労
働
力
と
資
本
は
生
産
性
の
高
い
産

業
へ
移
行
す
る
。
農
村
に
お
い
て
も
生
産
性
の
高
い
分
野
へ
の
流
動

化
に
よ
っ
て
、
資
源
の
効
率
的
な
配
置
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
中

央
政
府
が
「
開
発
扶
貧
」（
開
発
に
よ
る
貧
困
扶
助
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
形
で
農
村
地
域
に
対
し
て
大
規
模
な
資
金
を
投
じ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
の
目
的
を
雇
用
機
会
の
創
出
に
置
い

て
お
り
、
労
働
力
の
商
品
化
に
立
脚
し
た
貧
困
対
策
で
あ
る
。K

ing 
﹇1995
﹈
やK

ildal

﹇1999

﹈
等
は
公
的
扶
助
に
依
存
す
る
者
に
対

し
て
、
必
要
な
生
活
保
護
を
与
え
る
と
同
時
に
、
政
府
が
積
極
的
に

労
働
市
場
に
お
け
る
新
規
雇
用
機
会
を
創
出
し
、
労
働
市
場
を
協
調

的
な
方
向
に
誘
導
し
て
、
労
働
参
入
の
障
壁
を
取
り
除
く
こ
と
の
必
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要
性
、
す
な
わ
ち
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
展
開
す
る
有
意
性
を
力
説
し

て
い
る
。
中
国
の
貧
困
扶
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
の
性

質
を
強
く
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
就
業
機
会
が
創
出
さ
れ
て
も
、

労
働
能
力
を
有
し
な
い
貧
困
者
に
と
っ
て
、
彼
ら
に
は
そ
の
機
会
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
、
貧
困
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
二
〇
一
三
年
以
降
、
中
央
政
府
は
「
精
準
扶
貧
」（「
詳
細
か
つ
正

確
な
」
特
定
貧
困
扶
助
）
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
個
別
調
査
に
基
づ

く
貧
困
世
帯
の
選
別
や
、
貧
困
に
陥
る
原
因
と
貧
困
の
実
態
を
把
握

し
て
、
生
産
、
移
住
、
環
境
保
護
に
伴
う
財
政
補
助
、
教
育
、
社
会

保
障
と
い
っ
た
五
つ
の
方
法
を
取
り
入
れ
、
監
督
責
任
を
明
確
に
し

た
う
え
で
、
労
働
能
力
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て
産
業
支
援
、
就
業

支
援
、
移
住
、
教
育
支
援
を
行
い
、
労
働
能
力
を
有
し
な
い
者
に
対

し
て
補
助
金
や
「
低
保
」
を
活
用
し
て
貧
困
を
撲
滅
す
る
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
た
﹇
張 2015

﹈。
し
か
し
、「
精
準
扶
貧
」
政
策
で
は
具

体
的
で
実
行
可
能
な
支
援
策
を
定
め
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
「
開

発
扶
貧
」
と
補
助
金
の
活
用
と
の
間
に
本
質
的
な
区
別
は
な
か
っ

た
。
地
方
幹
部
の
監
督
責
任
を
強
化
す
る
こ
と
で
一
部
の
地
域
で
は

貧
困
問
題
の
改
善
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
方
、
結
果
優
先
の
盲
目

的
な
開
発
に
よ
る
浪
費
と
補
助
金
の
乱
発
が
農
村
現
場
の
混
乱
を
引

き
起
こ
す
こ
と
も
危
惧
さ
れ
る
。
従
っ
て
、「
精
準
扶
貧
」
は
持
続

可
能
な
政
策
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
貧
困
根
絶
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲

げ
た
社
会
運
動
の
性
格
が
強
い
。
結
果
的
に
は
、
飯
島
・
澤
田

﹇2010: 104

﹈
が
指
摘
し
た
「
農
民
に
と
っ
て
請
負
制
に
基
づ
く
土

地
に
対
す
る
権
利
は
農
村
に
お
け
る
最
大
の
生
活
保
障
で
あ
り
続
け

た
」
と
い
う
状
況
か
ら
本
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
中
国
農
村
地

域
に
お
け
る
貧
困
問
題
の
軽
減
は
基
本
的
に
経
済
成
長
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
制
度
的
な
貧
困
扶
助
に
よ
る
効
果
と
は
い
い
が
た
い
。
中

国
民
政
部
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
末
の
支
給
基
準
は
一
人

当
た
り
年
間
四
八
三
三
元
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
に
世
界
銀
行
が
改

定
し
た
貧
困
ラ
イ
ン
で
あ
る
一
日
一
・
九
米
ド
ル
に
相
当
す
る
。
し

か
し
、
国
際
貧
困
ラ
イ
ン
は
最
貧
国
の
購
買
力
を
も
と
に
実
質
的
価

値
に
見
合
っ
た
も
の
に
見
直
し
改
定
さ
れ
た
た
め
、
高
中
所
得
国
で

あ
る
中
国
の
物
価
水
準
か
ら
考
え
れ
ば
決
し
て
十
分
な
金
額
と
は
い

え
な
い
。『
中
国
統
計
年
鑑2020

』
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
九
年
の
所

得
水
準
最
下
位
二
〇
％
の
世
帯
の
一
人
当
た
り
の
年
間
所
得
は
七
三

八
〇
元
と
な
っ
て
お
り
、
一
日
当
た
り
約
三
・
一
米
ド
ル
で
あ
る
。

こ
の
金
額
は
中
所
得
国
の
三
・
二
ド
ル
の
貧
困
ラ
イ
ン
を
下
回
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
貧
困
者
は
農
村
部
に
集
中
し
て
い
る
。

　
労
働
能
力
を
有
し
な
い
者
か
ら
み
れ
ば
、
政
府
に
よ
る
継
続
的
な

救
済
型
の
貧
困
扶
助
が
十
分
に
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
生
活
へ
の
保
障

は
親
族
等
の
血
縁
関
係
や
地
縁
関
係
で
あ
る
農
村
自
治
体
に
頼
る
し

か
な
い
。
税
金
を
徴
す
る
権
限
を
持
た
ず
、
安
定
的
な
収
入
も
な
い

村
民
委
員
会
に
と
っ
て
、
政
府
に
よ
る
制
度
化
さ
れ
た
公
的
扶
助
を

除
い
て
、
貧
困
層
を
救
済
す
る
た
め
の
財
源
は
一
時
的
な
「
扶
貧

款
」（
貧
困
給
付
金
）
と
慈
善
団
体
や
個
人
に
よ
る
寄
付
し
か
な

い
。
無
論
、
こ
れ
ら
の
資
金
源
は
不
安
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
救
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済
の
範
囲
は
狭
く
、
継
続
性
も
な
い
た
め
、
村
民
委
員
会
が
主
体
と

な
っ
て
貧
困
扶
助
を
制
度
的
に
確
立
、
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、「
低
保
」の
貧
困
扶
助
に
対
す
る
効
果
が
限
定
的
で

あ
る
た
め
、
十
分
な
労
働
能
力
を
有
し
な
い
貧
困
世
帯
へ
の
救
済
に

は
、
よ
り
確
か
な
制
度
と
し
て
確
立
で
き
る
も
の
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
財
源
に
よ
る
制
限
等
を
考
慮
し
て
、
新
た
な
公
的
扶
助
を

制
度
と
し
て
成
立
さ
せ
る
に
は
、
土
地
資
本
の
活
用
に
よ
る
価
値
の

創
出
と
そ
れ
に
基
づ
く
再
分
配
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

三
　
湖
南
省
羊
村
の
取
り
組
み

㈠
　
調
査
地
の
概
要

　
羊
村
は
湖
南
省
北
部
の
人
口
五
八
七
万
人
を
有
す
る
常
徳
市
か
ら

南
へ
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
立
地
し
、
桃
花
源
空
港
ま
で
の

距
離
は
わ
ず
か
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
国
道
二
〇
七
号
が
村
を

貫
通
し
、
交
通
の
利
便
性
が
高
い
地
域
で
あ
る
。
九
つ
の
集
落
で
構

成
さ
れ
る
羊
村
の
総
人
口
は
七
五
七
世
帯
二
五
七
五
人
で
あ
る
（
二

〇
一
七
年
現
在
）。
総
面
積
六
・三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
、
水

田
は
三
三
三
四
ム
ー
（
一
ム
ー
＝
六
・七
ア
ー
ル
）、
森
林
は
二
三
五

〇
ム
ー
、
河
川
お
よ
び
湖
沼
は
五
六
〇
ム
ー
、
畑
は
八
七
ム
ー
と

な
っ
て
お
り
、
土
壌
は
主
に
粘
土
質
の
赤
土
で
あ
る
。
水
資
源
が
豊

富
な
羊
村
の
主
な
産
業
は
稲
作
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
一

期
作
で
は
一
ム
ー
当
た
り
の
生
産
性
が
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
前
後
で

あ
り
、
食
糧
は
自
給
も
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
八
二
年
か
ら
土
地
の

請
負
制
が
確
立
さ
れ
、
翌
年
か
ら
一
五
年
の
請
負
期
間
が
確
定
さ
れ

た
。
一
九
九
五
年
、
請
負
期
間
の
満
了
を
迎
え
る
前
に
、
土
地
面
積

の
調
整
を
行
っ
た
う
え
で
三
〇
年
間
の
延
長
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ

に
よ
り
、
農
民
の
生
産
意
欲
が
高
ま
り
、
二
期
作
の
導
入
に
よ
っ
て

生
産
性
が
急
激
に
上
昇
し
た
。
一
ム
ー
当
た
り
の
生
産
性
は
、
一
九

八
八
年
の
四
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
二
〇
一
四
年
の
七
一
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
ま
で
上
昇
し
、
同
年
の
米
の
総
生
産
量
は
二
五
五
万
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
達
し
た
。
そ
の
後
、
生
産
高
重
視
の
二
期
作
が
部
分
的
に
見
直

さ
れ
、二
〇
一
七
年
の
生
産
量
は
二
四
五
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
た
。

　
稲
作
以
外
の
経
済
活
動
に
関
し
て
、
二
〇
一
七
年
羊
村
で
は
鶏
、

鴨
等
の
家
禽
の
販
売
量
が
一
万
三
〇
〇
〇
羽
、
卵
五
五
〇
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
、
売
上
額
は
そ
れ
ぞ
れ
約
七
〇
万
元
と
一
万
三
〇
〇
元
で
あ

る
。
魚
の
出
荷
は
約
七
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
販
売
額
は
一
三
万
元

で
あ
る
。
林
業
で
は
椿
の
栽
培
面
積
が
一
〇
三
八
ム
ー
を
占
め
て
お

り
、
五
七
〇
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
椿
油
を
出
荷
し
、
販
売
額
は
二
二
万

八
〇
〇
〇
元
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
林
業
に
よ
る
収
入
は
木
材
三

〇
立
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
三
万
二
〇
〇
〇
元
）
と
竹
一
万
五
〇
〇
〇

本
（
四
万
三
〇
〇
〇
元
）
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
以
外
で
は
、
個
人

が
経
営
す
る
レ
ン
ガ
等
の
建
築
材
料
工
場
、
機
械
修
理
工
場
、
食
品

加
工
工
場
が
合
計
二
六
か
所
、
販
売
額
は
約
一
一
四
〇
万
元
で
あ
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る
。
村
内
の
個
人
経
営
商
店
は
八
店
舗
、
売
上
額
は
約
三
五
万
元
。

県
外
で
家
電
製
品
、
食
品
等
の
販
売
を
営
む
者
は
一
三
世
帯
、
売
上

額
は
約
四
〇
〇
万
元
。
農
民
工
は
四
五
〇
人
、
賃
金
総
額
は
約
一
三

〇
〇
万
元
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
、
羊
村
の
一
人
当
た
り
純

収
入
は
一
万
一
〇
〇
〇
元
に
な
り
、
初
め
て
湖
南
省
平
均
の
一
万
六

〇
元
と
全
国
平
均
の
一
万
四
八
九
元
を
上
回
っ
た
。
二
〇
一
七
年
に

は
一
人
当
た
り
の
純
収
入
が
一
万
七
五
〇
〇
元
に
な
り
、
湖
南
省
平

均
の
一
万
二
九
三
六
元
と
全
国
平
均
の
一
万
三
四
三
二
元
を
そ
れ
ぞ

れ
三
五
・三
％
と
三
〇
・三
％
上
回
っ
た
。
二
〇
一
七
年
の
一
人
当
た

り
の
純
収
入
は
一
九
七
八
年
の
一
四
倍
で
あ
り
、
平
均
の
年
間
成
長

率
は
三
〇
％
と
な
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
羊
村
は
都
市
に
近

く
、
交
通
の
便
を
活
か
し
て
、
農
民
の
所
得
向
上
を
成
功
さ
せ
た
と

い
え
よ
う
。

㈡
　
貧
困
扶
助
へ
の
取
り
組
み

　
羊
村
に
お
け
る
貧
困
扶
助
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
一
つ
は
後

述
す
る
村
独
自
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
五
保
」、「
低

保
」
と
い
っ
た
公
的
扶
助
に
加
え
、
年
金
を
積
極
的
に
導
入
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
五
保
」
制
度
は
、
人

民
公
社
（
郷
鎮
）
に
よ
る
認
定
と
出
資
の
下
で
設
立
さ
れ
た
が
、
一

九
六
一
年
か
ら
出
資
元
が
生
産
隊
（
村
）
に
変
わ
り
、
保
障
の
不
安

定
な
状
態
が
続
い
た
。
一
九
八
一
年
以
降
、
人
民
公
社
の
解
体
に
伴

い
、「
五
保
」
制
度
は
実
質
上
破
綻
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九

八
三
年
に
県
政
府
が
衣
食
住
に
関
す
る
最
低
保
証
を
村
の
責
任
と
し

て
決
定
し
、
さ
ら
に
、
一
九
八
六
年
に
「
五
保
」
の
基
準
を
設
け

た
。
し
か
し
、
当
時
の
村
の
経
済
状
況
で
は
実
施
が
保
証
さ
れ
ず
、

一
九
九
八
年
以
降
、「
五
保
」
制
度
に
対
す
る
管
轄
は
民
政
局
に
移

譲
さ
れ
、
政
府
予
算
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
、
羊
村
の

「
五
保
」
の
対
象
者
は
二
四
世
帯
の
二
六
人
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
の
研
究
対
象
と
な
る
「
五
保
」
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い

貧
困
世
帯
に
対
す
る
「
低
保
」、
い
わ
ゆ
る
生
活
保
護
制
度
は
二
〇

〇
二
年
か
ら
実
験
的
に
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
に
確
立
し
た
段
階

で
の
支
給
金
額
は
年
間
四
二
〇
元
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
七
年
以
降
の

支
給
基
準
は
、
一
人
当
た
り
の
年
収
が
四
五
〇
〇
元
未
満
、
か
つ
分

譲
住
宅
と
車
を
所
有
し
な
い
者
に
対
し
て
、
最
大
年
間
三
八
四
〇
元

の
支
給
と
な
っ
て
い
る
。
支
給
後
の
年
収
が
四
五
〇
〇
元
を
超
え
な

い
よ
う
に
収
入
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
、
四
等
級
に
分
け
て
支
給
さ
れ

る
。
二
〇
一
八
〜
二
〇
一
九
年
、
羊
村
で
は
一
三
世
帯
の
二
五
人
に

適
用
さ
れ
て
い
る
。
貧
困
世
帯
の
選
別
に
あ
た
っ
て
、
被
災
、
事

故
、
疾
患
等
に
よ
る
出
費
が
収
入
か
ら
控
除
さ
れ
、
最
低
限
の
生
活

を
保
障
す
る
と
い
う
意
味
で
は
合
理
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
中
国
農
村
で
は
年
金
の
普
及
率
の
低
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

が
、
羊
村
で
は
村
民
委
員
会
が
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ
と
で
、
他

の
農
村
地
域
に
比
べ
て
年
金
制
度
が
早
く
か
ら
導
入
さ
れ
、
普
及
も

迅
速
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
七
年
、
年
金
へ
の
加
入
率
は
九
五
％
ほ
ど

の
高
水
準
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
起
業
家
で
あ
る
「
羊
村
慈
善
協
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会
」（
後
述
）
の
会
長
を
兼
務
し
た
村
長
の
Ｊ
氏
の
意
識
に
よ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
羊
村
は
都
市
部
に
近
い
た
め
、
都
市
部
の
福
祉
政
策

に
関
連
す
る
情
報
が
早
く
入
手
で
き
る
等
の
環
境
的
要
因
も
考
え
ら

れ
る
。
二
〇
一
一
年
に
導
入
さ
れ
た
年
金
制
度
に
よ
れ
ば
、
通
常
一

五
年
以
上
の
連
続
加
入
で
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
が
、
制
度
が
導
入

さ
れ
る
初
年
度
か
ら
加
入
し
た
者
は
満
六
〇
歳
に
な
れ
ば
受
給
で
き

る
。
た
だ
し
、
一
五
年
分
の
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
二
〇
一
一
年
当
初
の
支
給
金
額
は
一
人
当
た
り
六
〇
〇
元
で

あ
っ
た
が
そ
の
後
調
整
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
に
は
六
三
〇
人
の
受
給

者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
三
六
元
が
支
給
さ
れ
た
。

　
湖
南
省
の
他
の
農
村
地
域
に
比
べ
、
羊
村
は
顕
著
な
貧
困
問
題
を

抱
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
扶
助
は
決
し
て
十
分
で

は
な
い
。
貧
困
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
筆
者
は
二
〇
一
八

年
か
ら
貧
困
世
帯
の
所
得
状
況
を
調
査
し
た
。
最
も
貧
困
で
あ
る
五

世
帯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

事
例
１
（
Ｃ
Ｌ
氏
五
七
歳
、
独
身
）

　
Ｃ
Ｌ
氏
の
収
入
は
一
二
三
六
元
の
年
金
と
水
田
一
ム
ー
に
対
す
る

一
七
五
元
の
補
助
金
、
お
よ
び
自
家
消
費
分
を
除
い
た
米
の
販
売
収

入
四
〇
〇
元
で
あ
る
。
合
計
一
八
一
一
元
の
収
入
に
対
し
て
一
八
〇

〇
元
の
低
保
が
決
め
ら
れ
、
総
収
入
は
三
六
一
一
元
と
な
る
。
二
〇

一
八
年
羊
村
の
平
均
収
入
（
約
一
万
八
〇
〇
〇
元
）
の
二
〇
・
一
％

に
相
当
す
る
。
そ
こ
か
ら
二
〇
〇
元
の
年
金
保
険
と
一
一
〇
元
の
健

康
保
険
、合
計
三
一
〇
元
を
支
払
い
、残
額
は
三
三
〇
一
元
と
な
る
。

事
例
２
（
Ｌ
Ｄ
氏
五
五
歳
、
独
身
）

　
事
例
１
と
ほ
ぼ
同
じ
状
況
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｌ
氏
よ
り
米
作
り
に
よ

る
収
入
が
二
〇
〇
元
少
な
い
た
め
総
収
入
は
三
四
一
一
元
と
な
り
、

羊
村
の
平
均
収
入
の
一
九
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
二
〇

〇
元
の
年
金
保
険
と
一
一
〇
元
の
健
康
保
険
、
合
計
三
一
〇
元
を
支

払
い
、
残
額
は
三
一
〇
一
元
と
な
る
。

　
事
例
１
、２
の
両
者
と
も
六
〇
歳
未
満
で
あ
る
が
、
年
金
が
支
給

さ
れ
て
い
る
。
も
し
彼
ら
に
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
年

金
と
ほ
ぼ
同
額
が
低
保
に
上
乗
せ
さ
れ
る
。
受
給
者
の
受
取
金
額
の

合
計
は
変
わ
ら
な
い
が
、
支
払
う
項
目
、
す
な
わ
ち
生
活
保
護
の
支

給
額
が
異
な
っ
て
く
る
。
地
方
の
行
政
官
に
と
っ
て
貧
困
扶
助
の
任

務
が
い
か
に
重
く
、
貧
困
者
の
数
と
生
活
保
護
の
支
給
金
額
を
減
ら

す
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
は
、
こ
の
「
調

整
」
を
通
じ
て
窺
え
る
。

事
例
３
（
Ｃ
Ｊ
氏
六
二
歳
、
長
女
二
四
歳
、
二
人
世
帯
）

　
Ｃ
Ｊ
氏
は
高
齢
で
障
が
い
者
で
も
あ
る
た
め
、
長
女
に
よ
る
介
護

が
必
要
で
あ
る
。
世
帯
収
入
は
Ｃ
Ｊ
氏
の
一
二
三
六
元
の
年
金
と

二
・
五
ム
ー
の
水
田
に
対
す
る
四
三
七
元
の
補
助
金
以
外
に
、
常
徳

市
で
臨
時
の
仕
事
に
就
く
長
女
の
年
収
五
〇
〇
〇
元
と
米
の
販
売
収

入
六
〇
〇
元
か
ら
な
る
。
二
〇
一
八
年
、
Ｃ
Ｊ
氏
は
医
療
費
七
七
〇

〇
元
を
支
払
っ
た
た
め
、
そ
の
金
額
が
控
除
さ
れ
、
家
族
二
人
に
そ

れ
ぞ
れ
三
八
四
〇
元
の
最
も
等
級
の
高
い
低
保
が
適
用
さ
れ
た
。
合

計
す
る
と
一
人
当
た
り
の
収
入
は
三
六
二
七
元
で
、
羊
村
の
平
均
収



141──中国の農村社会における共有経済の創出と地域福祉

入
の
二
〇
・
二
％
に
相
当
す
る
。
二
人
分
の
年
金
保
険
と
健
康
保
険

六
二
〇
元
を
支
払
っ
た
後
、
一
人
当
た
り
の
残
額
は
三
三
一
七
元
と

な
る
。

事
例
４
（
Ｊ
Ｚ
氏
六
八
歳
、
妻
六
五
歳
、
二
人
世
帯
）

　
世
帯
収
入
は
二
四
七
二
元
の
年
金
と
二
ム
ー
の
水
田
に
対
す
る
二

一
〇
元
の
補
助
金
お
よ
び
米
の
販
売
収
入
八
〇
〇
元
か
ら
な
る
。
二

〇
一
八
年
に
医
療
費
五
一
〇
〇
元
を
支
払
い
、
家
族
全
員
に
年
額
三

八
四
〇
元
の
低
保
が
適
用
さ
れ
た
た
め
、
一
人
当
た
り
の
収
入
は
三

〇
三
一
元
、
羊
村
の
平
均
収
入
の
一
六
・
八
％
に
相
当
す
る
。
年
金

保
険
料
を
一
括
で
支
払
っ
た
た
め
、
保
険
料
は
健
康
保
険
料
の
二
二

〇
元
だ
け
と
な
る
。
保
険
料
を
支
払
っ
た
後
の
一
人
当
た
り
の
残
金

は
二
九
二
一
元
と
な
る
。

事
例
５
（
Ｊ
Ｙ
氏
六
三
歳
、
妻
五
四
歳
、
長
女
三
四
歳
、
次
女
二

六
歳
、
四
人
世
帯
）

　
夫
婦
と
も
に
十
分
な
労
働
能
力
を
有
し
て
お
ら
ず
、
長
女
は
障
が

い
者
で
あ
る
。
世
帯
収
入
は
Ｊ
Ｙ
氏
の
年
金
一
二
三
六
元
と
三
・
五

ム
ー
の
水
田
に
対
す
る
六
一
二
元
の
補
助
金
お
よ
び
米
の
販
売
収
入

一
二
五
〇
元
か
ら
な
る
。
二
〇
一
八
年
に
医
療
費
を
六
三
〇
〇
元
支

払
い
、
家
族
全
員
に
年
額
三
八
四
〇
元
の
低
保
が
適
用
さ
れ
た
た

め
、
一
人
当
た
り
の
収
入
は
約
三
〇
四
〇
元
、
羊
村
の
平
均
収
入
の

一
六
・
九
％
に
相
当
す
る
。
Ｊ
Ｙ
氏
の
妻
は
年
金
に
加
入
し
て
お
ら

ず
、
四
人
分
の
健
康
保
険
と
三
人
分
の
年
金
保
険
の
保
険
料
一
〇
四

〇
元
を
支
払
う
と
、
生
活
に
充
て
ら
れ
る
の
は
約
一
万
一
一
二
〇

元
、
一
人
当
た
り
の
金
額
は
二
七
八
〇
元
と
な
る
。

　
中
国
の
農
村
で
は
、
労
働
能
力
を
十
分
有
し
な
い
者
が
貧
困
に
陥

る
可
能
性
は
高
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
に
と
っ
て
、
高
額
な
医
療

費
を
負
担
す
る
こ
と
で
よ
り
大
き
な
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。
羊
村
の
全
員
が
加
入
し
た
「
合
作
医
療
」
制
度
は
医
療
機
関
の

等
〉
5
〈級

に
応
じ
て
支
給
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
。
入
院
す
る
場
合
、
一

級
病
院
は
診
察
費
・
薬
代
の
九
〇
％
、
手
術
費
は
二
〇
〇
元
ま
で
、

二
級
病
院
は
診
察
費
・
薬
代
の
七
〇
％
、
手
術
費
は
五
〇
〇
元
ま

で
、
三
級
病
院
は
診
察
費
・
薬
代
の
六
〇
％
、
手
術
費
は
八
〇
〇
元

ま
で
が
支
給
さ
れ
る
。
外
来
診
療
の
場
合
、
一
〇
〇
元
以
上
の
支
払

い
に
対
し
て
六
〇
元
、
年
間
累
積
三
〇
〇
元
ま
で
支
給
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
支
給
基
準
は
予
め
指
定
し
た
病
院
に
し
か
適
用
さ
れ

ず
、
指
定
外
の
病
院
の
診
療
を
受
け
た
場
合
は
一
律
三
〇
％
の
支
給

と
な
る
。
つ
ま
り
、
郷
鎮
病
院
、
指
定
病
院
の
利
用
を
推
奨
す
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
級
と
な
る
郷
鎮
病
院
で
は
、
日

常
的
な
病
気
や
出
産
に
し
か
対
応
で
き
ず
、
手
術
が
必
要
な
怪
我
や

重
病
、
難
病
を
罹
患
し
た
場
合
、
上
級
の
病
院
や
専
門
病
院
を
利
用

す
る
こ
と
に
な
る
。
地
方
の
医
療
条
件
と
保
障
基
準
の
低
さ
が
高
齢

者
、
病
弱
者
の
貧
困
を
も
た
ら
す
原
因
に
も
な
る
。

　
貧
困
世
帯
を
扶
助
す
る
た
め
、
羊
村
は
二
〇
一
六
年
に
「
羊
村
慈

善
協
会
」（
以
下
で
は
協
会
と
称
す
る
）
を
発
足
さ
せ
た
。
二
〇
一

七
年
に
常
務
理
事
八
人
、
理
事
三
〇
人
が
所
属
す
る
非
営
利
団
体
と

し
て
登
録
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
末
の
登
録
会
員
（
寄
付
者
）
は
一
六
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九
人
と
な
っ
て
い
る
。
協
会

の
収
支
状
況
は
表
１
の
通
り

に
な
る
。

　
ま
ず
、
収
入
の
部
で
は
四

年
間
に
わ
た
っ
て
延
べ
二
四

二
人
の
寄
付
者
か
ら
、
合
計

一
四
万
八
一
〇
〇
元
の
寄
付

金
が
集
め
ら
れ
た
。
協
会
が

発
足
し
た
二
〇
一
六
年
の
寄

付
者
は
二
七
人
で
あ
り
、
四

年
間
で
最
も
少
な
か
っ
た

が
、
寄
付
金
の
単
価
が
最
も

高
く
、
九
四
八
元
で
あ
っ

た
。
二
〇
一
七
年
の
寄
付
者

は
一
五
八
人
で
最
も
多
く
、

寄
付
金
の
単
価
は
五
二
七
元

で
最
も
低
か
っ
た
。
こ
の
二

年
間
の
動
き
を
見
れ
ば
、
発

足
当
初
、
村
の
幹
部
と
富
裕

層
が
動
員
さ
れ
、
翌
年
に
は

多
く
の
一
般
村
民
も
動
員
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
二
〇
一
八
年
か
ら

寄
付
者
の
人
数
が
激
減
し
、
発
足
当
初
と
同
じ
水
準
に
戻
り
、
寄
付

金
の
単
価
も
二
〇
一
七
年
を
若
干
上
回
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
寄
付

者
が
幹
部
や
富
裕
層
に
戻
っ
た
こ
と
や
一
人
当
た
り
の
寄
付
額
も

「
一
般
村
民
レ
ベ
ル
」
に
近
づ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の

事
実
か
ら
、
寄
付
に
頼
る
慈
善
事
業
の
収
入
は
極
め
て
不
安
定
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　
支
出
の
部
に
お
い
て
最
も
安
定
か
つ
明
瞭
な
の
は
弔
慰
金
で
あ

る
。
通
常
一
世
帯
当
た
り
五
〇
〇
元
を
支
給
す
る
が
、
分
家
し
た
場

合
、
分
家
の
数
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
。
ま
た
、
死
亡
者
が
元
幹

部
、
地
元
の
名
士
、
貧
困
者
で
あ
る
場
合
、
金
額
は
一
・
五
倍
か
ら

二
倍
に
増
額
さ
れ
る
。
慰
安
金
の
支
給
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
大

き
く
分
け
て
、
祝
日
慰
安
、
進
学
祝
い
、
敬
老
慰
安
、
病
気
や
災
害

見
舞
い
の
四
種
類
に
な
る
。
金
額
は
い
ず
れ
も
五
〇
〇
元
を
基
本
と

す
る
が
、
病
状
や
災
害
の
深
刻
さ
、
進
学
先
の
レ
ベ
ル
等
に
応
じ
て

金
額
が
調
整
さ
れ
る
。
支
出
を
め
ぐ
っ
て
は
、
協
会
の
村
民
、
す
な

わ
ち
、
寄
付
者
に
対
す
る
配
慮
が
み
ら
れ
る
。
当
初
、
協
会
を
立
ち

上
げ
た
目
的
は
貧
困
問
題
を
抱
え
る
高
齢
者
、
孤
児
、
障
が
い
者
へ

の
扶
助
で
あ
っ
た
が
、
比
較
的
豊
か
な
羊
村
で
は
貧
困
で
あ
る
の
は

一
三
世
帯
の
低
保
受
給
者
を
含
め
て
二
〇
世
帯
程
度
と
少
数
で
あ
っ

た
う
え
、
低
保
の
受
給
者
を
除
い
て
貧
困
者
を
定
義
す
る
明
確
な
基

準
も
な
い
。
寄
付
金
を
彼
ら
だ
け
に
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
寄

付
す
る
富
裕
層
の
反
発
を
招
き
、
平
等
を
図
っ
た
結
果
、
普
遍
的
な

慰
安
、
弔
問
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
に
は
「
広

表１　羊村慈善協会収支一覧

年
収　入 支　出

残高
（元）寄付金額

（元）
寄付人数
（人）

単価
（元／人）

運用収益
（元）

合計
（元）

慰安金
（元）

弔慰金
（元）

合計
（元）

2016
2017
2018
2019

25,600
83,300
17,700
21,500

 27
158
 29
 28

948
527
610
768

15,800
5,150

25,600
83,300
33,500
26,650

1,700
36,950
17,729
9,700

8,150
18,395
14,075
6,050

9,850
55,345
31,804
15,750

15,750
43,705
45,401
56,301

出所：調査資料に基づき、筆者作成。
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く
集
め
、
広
く
使
う
」、
い
わ
ゆ
る
親
睦
会
の
よ
う
な
集
金
お
よ
び

使
用
方
法
に
対
す
る
反
対
の
意
見
が
多
く
み
ら
れ
、
二
〇
一
八
年
以

降
、
羊
村
の
慈
善
協
会
は
村
長
を
支
持
す
る
幹
部
と
一
部
の
富
裕

層
、
い
わ
ゆ
る
、
協
会
の
理
事
を
務
め
る
三
〇
人
程
度
の
者
が
出
資

す
る
村
の
親
睦
会
と
な
っ
て
し
ま
い
、
貧
困
扶
助
に
対
す
る
役
割
へ

の
期
待
が
次
第
に
薄
れ
た
。

㈢
　
共
有
経
済
に
よ
る
貧
困
扶
助
の
展
開

　
二
〇
一
八
年
、
食
糧
価
格
の
低
迷
に
よ
り
貧
困
世
帯
の
減
収
が
よ

り
深
刻
に
な
っ
た
。
貧
困
扶
助
の
た
め
、
羊
村
は
そ
の
年
末
に
合
作

社
を
立
ち
上
げ
、
集
団
的
土
地
利
用
に
よ
る
単
位
面
積
当
た
り
の
生

産
性
と
農
民
所
得
の
向
上
を
図
っ
た
。
合
作
社
は
三
七
七
世
帯
の
農

民
か
ら
一
二
〇
〇
ム
ー
の
水
田
を
集
め
、
そ
の
中
に
は
二
二
の
低
所

得
世
帯
の
六
七
・
八
五
ム
ー
の
水
田
も
含
ま
れ
る
。
土
地
使
用
料
は

立
地
と
土
壌
の
条
件
に
応
じ
て
、
一
ム
ー
当
た
り
年
間
二
五
〇
元
、

三
〇
〇
元
、
三
五
〇
元
の
三
つ
に
土
地
が
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
、
契
約

期
間
は
二
〇
一
九
年
か
ら
六
年
間
と
な
る
。
契
約
期
間
中
、
請
負
農

家
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
は
こ
れ
ま
で
通
り
農
家
に
渡
さ
れ
、
耕
作

農
家
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
は
合
作
社
が
受
け
取
る
。
四
六
万
五
五

〇
〇
元
の
初
期
資
金
の
う
ち
、
村
民
委
員
会
が
五
一
％
を
出
資
し
、

村
民
に
対
し
て
一
口
九
五
〇
〇
元
の
金
額
で
加
入
者
を
募
っ
た
。
一

八
の
低
所
得
世
帯
は
村
民
委
員
会
の
担
保
の
下
で
銀
行
か
ら
融
資
を

受
け
、
合
計
二
五
世
帯
が
合
作
社
の
組
合
員
と
な
っ
た
。

　
大
規
模
化
す
る
こ
と
で
生
産
効
率
が
大
幅
に
上
昇
し
、
田
植
え
、

除
草
、
収
穫
に
か
か
る
農
業
機
械
と
労
働
力
の
費
用
は
小
規
模
経
営

の
三
割
程
度
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
、
仕
入
れ
と
販
売
の
コ
ス
ト
削
減

は
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
。
表
２
の
示
す
通
り
、
二
〇
一
九
年
の
早
稲

と
晩
稲
を
合
わ
せ
て
、
耕
作
補
助
金
を
含
め
た
営
業
利
益
は
一
八
万

九
〇
〇
〇
元
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
四
九
％
は
村
民
の
出
資
者
の
所

有
と
な
り
、
一
世
帯
当
た
り
の
利
益
は
三
七
〇
〇
元
と
な
る
。
営
業

利
益
の
四
〇
％
を
内
部
留
保
と
し
、
六
〇
％
が
出
資
者
へ
の
配
当
金

と
し
て
支
払
わ
れ
、一
世
帯
当
た
り
二
二
〇
〇
元
の
配
当
と
な
っ
た
。

　
表
３
は
合
作
社
の
設
立
前
と
後
に
お
け
る
最
も
貧
困
で
あ
る
五
世

帯
の
収
入
の
変
化
を
表
し
た
も
の
で
あ
〉
6
〈

る
。
合
作
社
へ
の
参
加
に
よ

る
収
入
の
変
化
は
主
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
耕
作
に
よ
る
収
入
が

土
地
の
貸
し
出
し
に
よ
る
収
入
と
合
作
社
の
営
業
利
益
か
ら
の
配
当

に
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
表
３
の
示
す
通
り
、
各
世
帯
は
合
作
社

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
収
入
が
大
幅
に
上
昇
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
無
論
、
土
地
を
貸
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
家
消
費
の
米

を
購
入
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
金
額
は
お
お
よ
そ
土
地
使
用
料

に
相
当
す
る
と
考
え
て
、
各
世
帯
で
は
九
五
〇
〜
二
〇
〇
〇
元
の
収

入
増
と
な
る
。
二
つ
目
は
収
入
の
向
上
に
よ
る
低
保
の
金
額
が
調
整

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
Ｌ
氏
と
Ｌ
Ｄ
氏
の
二
世
帯
で
は
収
入
の
増

加
に
よ
り
低
保
が
減
額
さ
れ
、
Ｃ
Ｊ
氏
、
Ｊ
Ｚ
氏
、
Ｊ
Ｙ
氏
の
三
世

帯
は
収
入
が
増
え
て
も
上
限
の
四
五
〇
〇
元
を
超
え
な
い
た
め
、
低

保
の
金
額
に
変
更
は
な
か
っ
た
。
合
作
社
に
参
加
す
る
こ
と
で
各
世
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帯
の
収
入
が
大
幅
に
上
昇
し
た
が
、
そ
の
加
入
と
配
当

の
分
配
は
世
帯
単
位
で
行
わ
れ
る
た
め
、
人
数
の
少
な

い
世
帯
は
よ
り
顕
著
な
効
果
が
得
ら
れ
た
。

　
二
〇
二
〇
年
は
夏
季
の
洪
水
に
よ
り
晩
稲
が
ほ
ぼ
収

穫
で
き
な
か
っ
た
。
保
険
会
社
に
よ
り
一
ム
ー
当
た
り

に
一
二
〇
元
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
た
が
、
農
業
収
入

が
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
無
論
、
二
〇
一
九
年
の
内
部

留
保
に
よ
り
翌
年
の
生
産
が
保
証
さ
れ
た
が
、
こ
の
出

来
事
に
よ
り
、
村
単
位
と
い
う
狭
い
範
囲
に
お
け
る
共

有
経
済
に
よ
る
福
祉
効
果
の
限
界
も
露
呈
し
た
。
二
〇

二
〇
年
一
〇
月
、
羊
村
は
合
作
社
の
一
二
〇
〇
ム
ー
の

水
田
に
つ
い
て
近
隣
の
Ｋ
県
と
の
共
同
生
産
を
図
り
、

合
計
三
〇
〇
〇
ム
ー
規
模
の
水
稲
経
営
と
な
っ
た
。
こ

の
地
域
間
に
お
け
る
共
同
経
営
に
よ
り
自
然
災
害
に
よ

る
リ
ス
ク
を
軽
減
し
た
が
、
羊
村
に
と
っ
て
経
営
主
導

権
の
喪
失
や
管
理
費
の
負
担
等
の
問
題
を
抱
え
る
結
果

と
な
っ
た
。
村
長
の
Ｊ
氏
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

中
で
農
民
の
所
得
向
上
と
独
自
の
管
理
を
両
立
さ
せ
る

こ
と
の
困
難
性
と
多
様
な
収
入
源
を
創
出
す
る
重
要
性

が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し

て
継
続
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

表３　合作社への参加による所得増加　 （元）
固定収支 合作社加入による変化 比　較

年金 補助金 農業外
収入

医療費
支出

農業収入
（減少分）

地代と 
自家消費
（差引）

配当
（増加分）

低　保 １人当た
り収入
（加入前）

１人当た
り収入
（加入後）

増加率

（調整前）（調整後
注
）

CL氏
LD氏
CJ氏
JZ氏
JY氏

1,236
1,236
1,236
2,472
1,236

175
175
437
210
612

5,000

－
－

7,700
5,100
6,300

  400
  200
  600
  800
1,250

  300
  300
  750
  600
1,050

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

 1,800
 1,800
 7,680
 7,680
15,360

　 889
　 889
 7,680
 7,680
15,360

3,611
3,411
3,627
3,031
3,040

4,500
4,500
4,427
3,731
3,277

24.6%
31.9%
22.1%
23.1%
 7.8%

注：調整後の低保の金額は筆者による推計である。
出所：調査資料に基づき、筆者作成。

表２　2019年羊村合作社収支一覧 （千元）

収入 支出
種子 肥料 農薬 労働力 機械 管理費 地代

早稲
晩稲

768
1,140

985
734

59
89

120
120

 96
120

50
55

216
216

144
134

300

合計 1,908 1,719 営業利益 189

出所：調査資料に基づき、筆者作成。
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四
　
共
有
経
済
に
基
づ
く 

組
織
経
営
の
成
立
条
件
と
効
果

　
共
有
経
済
に
基
づ
く
組
織
経
営
を
成
立
さ
せ
る
に
は
共
有
資
源
へ

の
侵
害
を
防
ぐ
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
。
日
本
の
村
落
社
会
で

は
、
近
隣
同
士
の
間
で
固
定
化
さ
れ
、
か
つ
厳
密
な
計
算
を
伴
う
貸

し
借
り
の
労
働
交
換
の
仕
組
み
が
制
度
化
さ
れ
る
た
め
、
共
同
作
業

の
中
で
自
ら
の
失
点
を
作
ら
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
周

囲
と
の
共
存
関
係
を
維
持
す
る
集
団
的
自
己
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る

﹇
田
原 2001

﹈。
村
落
の
掟
や
秩
序
を
無
視
す
る
者
に
対
し
て
住
民

が
結
束
し
て
交
際
を
絶
つ
な
ど
の
制
裁
を
与
え
、
共
同
体
関
係
の
維

持
を
図
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
農
村
の
場
合
は
経
済
的
利
益
に

基
づ
く
人
間
関
係
が
基
本
で
あ
る
た
め
、
個
人
の
損
得
に
よ
る
計
算

が
行
わ
れ
、
日
本
の
よ
う
な
共
通
す
る
価
値
に
よ
る
自
己
管
理
と
は

異
な
る
。
ま
た
、
地
域
の
共
同
生
産
と
生
活
に
お
け
る
濃
密
な
近
隣

関
係
の
中
で
、
掟
や
秩
序
を
破
る
他
人
の
行
為
に
気
づ
い
て
も
、

人
々
は
自
分
へ
の
不
利
益
を
危
惧
し
、
行
為
に
対
し
て
非
難
、
交

渉
、
制
裁
す
る
代
わ
り
に
共
同
作
業
に
対
す
る
態
度
が
消
極
的
に
な

る
。
さ
ら
に
、
村
の
幹
部
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
不
正
行
為
に
対
し

て
指
摘
し
た
り
、
評
価
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
は
自
分
へ
の
負
担
が

増
加
す
る
。
そ
の
負
担
に
応
じ
た
報
酬
が
な
け
れ
ば
、
厳
正
な
管
理

を
行
お
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
損
な
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

中
国
農
村
で
は
日
本
の
よ
う
な
労
働
交
換
や
協
働
に
基
づ
く
公
共
財

の
構
築
、
利
用
、
管
理
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な

い
。
人
民
公
社
の
低
生
産
性
も
農
民
の
労
働
意
欲
の
低
下
と
協
働
関

係
の
破
綻
が
招
い
た
結
果
で
あ
る
﹇
林 1992: 45 ‒69

﹈。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
羊
村
の
共
有
経
済
は
、
請
負
権
に
基
づ
く
土
地

と
私
的
資
本
を
共
有
化
す
る
組
織
経
営
で
あ
る
。
こ
の
経
営
方
式
は

人
民
公
社
や
日
本
の
集
落
営
農
の
よ
う
な
労
働
力
を
共
有
す
る
こ
と

と
異
な
り
、
共
有
す
る
範
囲
が
明
確
で
、
投
入
量
の
計
算
が
容
易
で

あ
る
土
地
と
資
本
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
労
働
力
の
投
入
に
関
し

て
、
評
価
基
準
が
曖
昧
な
共
同
作
業
で
は
な
く
、
労
使
契
約
に
基
づ

き
、
技
能
、
労
働
時
間
、
業
務
内
容
に
応
じ
て
明
確
に
対
価
を
支
払

う
賃
労
働
の
方
式
を
採
用
し
た
。
経
営
が
独
立
し
た
合
作
社
は
地
域

社
会
に
お
け
る
高
い
取
引
コ
ス
ト
に
よ
る
影
響
を
受
け
ず
、
資
本
と

土
地
の
統
合
に
よ
っ
て
生
産
コ
ス
ト
を
大
幅
に
下
げ
、
大
規
模
化
に

よ
っ
て
生
産
の
効
率
化
を
実
現
し
た
。
つ
ま
り
、
市
場
原
理
を
反
映

し
た
農
業
生
産
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
分
配
に
関
し
て

い
え
ば
、
土
地
の
条
件
と
面
積
に
応
じ
た
土
地
使
用
料
、
労
働
生
産

性
に
応
じ
た
賃
金
、
資
本
金
に
応
じ
た
配
当
に
対
す
る
支
払
い
は
公

平
性
と
透
明
性
を
有
し
、
村
民
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

従
っ
て
、
土
地
、
資
本
、
労
働
、
い
わ
ゆ
る
生
産
要
素
の
明
確
な
所

有
権
に
基
づ
く
合
理
的
な
分
配
は
合
作
社
の
経
営
を
持
続
可
能
に
し

た
と
い
え
よ
う
。

　
通
常
、
貧
困
扶
助
は
政
府
に
よ
る
負
担
と
な
る
た
め
、
独
自
の
財
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源
を
有
し
な
い
村
民
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
可
能
性
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
問
題
の
根
本
に
気
づ
い
た
羊
村
は
財
源
の
創
出
に
着
目

し
て
、
資
源
の
共
同
化
を
始
め
、
共
同
利
用
、
共
同
分
配
す
る
こ
と

で
貧
困
世
帯
に
財
産
収
入
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立

て
る
可
能
性
を
見
出
し
た
。
一
般
的
に
、
社
会
保
障
は
所
得
移
転
に

依
存
す
る
た
め
、
保
障
の
度
合
い
が
税
金
徴
収
の
仕
組
み
と
規
模
に

左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
消
極
的
な
社
会
福
祉
を
実
施
す
る
場
合
、
受

給
者
は
社
会
的
弱
者
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
、
受
動
的
な
立
場
に
お

か
れ
る
。
羊
村
の
貧
困
扶
助
は
所
得
移
転
に
頼
る
こ
と
か
ら
生
産
要

素
の
保
有
と
利
用
に
移
行
し
た
。
つ
ま
り
、
合
作
社
に
よ
る
貧
困
扶

助
は
生
産
に
よ
る
社
会
保
障
で
あ
り
、
よ
り
積
極
的
で
、
貧
困
世
帯

の
立
場
も
よ
り
能
動
的
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
福
祉
受
給
者
と
一
般
労
働
者
と
の
間
で
は
生
産
能
力
と
労
働
意
欲

の
差
が
あ
り
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
展
開
す
る
に
は
賃
金
水
準
の
設
定

等
に
関
す
る
公
平
性
の
問
題
が
生
じ
や
す
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
労
働

者
同
士
の
対
立
が
取
引
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
、
生
産
活
動
の
進
行
を

妨
げ
る
。
し
か
し
、
前
記
の
観
点
に
お
け
る
生
産
要
素
で
あ
る
労
働

を
土
地
と
資
本
に
置
き
換
え
れ
ば
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
に
類
似
す
る
福

祉
効
果
が
得
ら
れ
る
。
羊
村
の
よ
う
な
土
地
と
資
本
に
基
づ
く
共
同

資
源
の
創
出
と
利
用
、
市
場
原
理
に
準
じ
た
生
産
活
動
の
展
開
、
土

地
と
資
本
の
投
資
に
基
づ
く
分
配
か
ら
な
る
福
祉
、
い
わ
ゆ
る
「
コ

モ
ン
ズ
フ
ェ
ア
」（com

m
ons

とwelfare

を
組
み
合
わ
せ
た
筆
者
の

造
語
）
は
取
引
コ
ス
ト
の
上
昇
を
避
け
、
生
産
活
動
が
よ
り
円
滑
に

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

　
最
低
限
の
生
活
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
市
民
の
基
本
的
な
社
会
的

権
利
で
あ
り
、
社
会
の
安
定
を
維
持
す
る
土
台
と
な
る
。
市
場
、
家

族
、
政
府
に
よ
る
保
障
が
制
度
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
福
祉
が
発

達
し
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
、
前
記
の
三
つ
の
主
体
の
代
わ
り
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
四
つ
の
主
体
と
な
り
、
貧
困
扶
助
の
機
能
が
期
待

さ
れ
る
。
以
上
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
本
稿
は
中
国
湖
南
省
羊
村
を

事
例
と
し
て
、
共
有
経
済
の
再
建
と
貧
困
扶
助
の
展
開
の
仕
組
み
、

機
能
す
る
条
件
お
よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

　
羊
村
は
公
的
扶
助
、
個
人
と
企
業
に
よ
る
寄
付
に
頼
る
こ
と
を
経

験
し
た
後
、
二
〇
一
八
年
か
ら
合
作
社
を
設
立
し
て
、
共
有
資
源
の

創
出
と
利
用
に
基
づ
く
貧
困
扶
助
を
試
み
た
。
生
産
要
素
の
共
同
利

用
に
よ
っ
て
生
産
の
大
規
模
化
が
実
現
さ
れ
、
生
産
性
の
大
幅
な
上

昇
に
よ
る
農
業
の
現
代
化
を
促
進
し
た
。
日
本
の
集
落
営
農
と
異

な
っ
て
、
羊
村
は
共
同
生
産
で
は
な
く
、
土
地
と
資
本
を
共
同
利
用

す
る
こ
と
で
取
引
コ
ス
ト
に
よ
る
負
の
作
用
を
避
け
た
。
貧
困
扶
助

に
あ
た
っ
て
、
所
得
移
転
に
よ
る
再
分
配
の
方
式
を
取
り
入
れ
ず
、

生
産
に
よ
る
積
極
的
な
社
会
福
祉
を
導
入
し
た
。
市
場
原
理
に
対
抗

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
合
理
性
と
効
率
性
を
農
業
生
産

の
中
で
生
か
し
、
土
地
と
資
本
の
投
入
に
基
づ
い
て
明
確
な
分
配
を
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行
い
、
営
業
利
益
を
構
成
員
に
還
元
し
た
。
貧
困
世
帯
に
対
し
て

は
、
村
民
委
員
会
の
担
保
に
よ
り
銀
行
か
ら
の
融
資
を
受
け
、
組
合

員
と
し
て
合
作
社
に
参
加
さ
せ
た
。
こ
の
低
リ
ス
ク
、
低
負
担
の
投

資
は
最
終
的
に
労
働
能
力
を
有
し
な
い
貧
困
世
帯
へ
の
扶
助
に
つ
な

が
っ
た
。

　
通
常
、
貧
困
扶
助
の
財
源
は
政
府
に
よ
る
負
担
と
な
る
た
め
、
納

税
者
か
ら
の
一
般
税
収
を
原
資
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
常
に
福
祉
政

策
に
影
響
さ
れ
、
受
給
者
と
納
税
者
と
の
対
立
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ

る
﹇Little 1999

﹈。
共
同
経
済
の
創
出
に
よ
る
福
祉
、
つ
ま
り
本
稿

が
考
え
る
「
コ
モ
ン
ズ
フ
ェ
ア
」
は
受
給
者
と
納
税
者
の
よ
う
に
境

界
線
を
明
確
に
設
け
て
お
ら
ず
、
生
産
に
よ
る
社
会
保
障
は
よ
り
積

極
的
で
、
能
動
的
な
特
徴
を
持
つ
。
無
論
、
銀
行
融
資
の
リ
ス
ク
は

村
民
委
員
会
が
負
う
こ
と
に
な
り
、
実
質
的
に
村
民
全
員
に
分
散
す

る
こ
と
で
あ
り
、
生
活
保
護
の
財
源
を
社
会
全
体
に
求
め
る
こ
と
と

根
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
消
極
的
で
、
社
会
の
対
立
を

生
み
出
す
生
活
保
護
に
比
べ
、
羊
村
の
合
作
社
の
試
み
は
、
一
部
の

世
帯
へ
の
低
保
の
金
額
を
減
少
さ
せ
、
加
入
者
の
生
活
水
準
を
確
実

に
高
め
、
所
得
移
転
に
基
づ
く
貧
困
扶
助
よ
り
も
高
い
効
果
が
得
ら

れ
た
。
な
に
よ
り
も
経
済
的
弱
者
が
所
有
す
る
生
産
要
素
を
集
団
で

活
用
す
る
こ
と
で
、
貧
困
世
帯
の
経
済
的
自
立
と
精
神
的
自
立
を
促

し
、
尊
厳
を
取
り
戻
す
こ
と
に
有
意
に
働
き
、
貧
困
扶
助
を
め
ぐ
る

貧
困
世
帯
と
一
般
世
帯
と
の
対
立
を
軽
減
さ
せ
る
効
果
が
期
待
さ
れ

る
。
こ
の
効
果
は
貧
困
世
帯
と
り
わ
け
そ
の
次
世
代
の
劣
等
感
へ
の

克
服
、
通
常
の
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
社
会
関
係
の
維
持
と
修
復

に
よ
り
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

注〈
１
〉 

「
羊
村
」
と
は
現
地
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
の
た
め
、
筆
者
が
同
村
に
与
え
た
仮
名
で
あ
る
。

〈
２
〉 

三
権
分
置
と
は
、
中
国
に
お
け
る
農
村
土
地
の
集
団
所
有
制
を

維
持
し
つ
つ
、
土
地
の
所
有
権
、
請
負
権
、
経
営
権
を
分
離
す
る
も

の
で
あ
る
。
従
来
の
請
負
経
営
権
を
物
権
で
あ
る
請
負
権
と
債
権
で

あ
る
経
営
権
に
分
離
さ
せ
る
こ
と
で
、
請
負
権
を
有
す
る
農
民
の
土

地
に
対
す
る
私
的
処
分
権
が
確
立
さ
れ
る
。
請
負
契
約
期
間
中
に
お

い
て
、
三
権
分
置
は
実
質
上
の
土
地
に
関
す
る
二
重
所
有
制
度
で
も

あ
る
﹇
金 2020

﹈。

〈
３
〉 

本
稿
に
よ
る
取
引
コ
ス
ト
の
概
念
に
は
、
合
意
に
達
す
る
た
め

お
よ
び
取
引
相
手
に
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
住
民
同
士
間
に
発
生
す
る

交
渉
コ
ス
ト
と
人
々
に
合
意
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
管
理
監
督
者
に

発
生
す
る
管
理
コ
ス
ト
が
含
ま
れ
る
。

〈
４
〉 

五
保
制
度
と
は
、
中
国
農
村
地
域
の
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
、

孤
児
、
未
亡
人
、
障
が
い
者
を
対
象
に
確
立
し
た
公
的
扶
助
制
度
で

あ
る
。
実
施
さ
れ
た
一
九
五
六
年
の
保
障
内
容
は
、
食
料
、
衣
服
、

燃
料
、
教
育
（
青
少
年
の
み
）、
葬
儀
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
四
年

の
「
農
村
五
保
扶
養
活
動
条
例
」
と
一
九
九
六
年
の
「
高
齢
者
権
利

保
障
法
」
に
よ
り
保
障
内
容
を
食
料
、
衣
服
、
住
宅
、
医
療
、
葬
儀

の
提
供
に
変
更
し
た
﹇
王
・
掲
・
羅 2003

﹈。
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〈
５
〉 

中
国
の
病
院
は
大
き
く
三
つ
の
等
級
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
等

級
の
数
値
が
低
い
ほ
ど
身
近
で
あ
る
が
、
医
療
の
水
準
が
下
が
る
。

三
級
病
院
は
省
市
衛
生
局
や
衛
生
部
が
直
轄
す
る
も
の
で
一
定
の
基

準
を
満
た
す
医
療
機
関
で
あ
る
。
二
級
病
院
は
県
レ
ベ
ル
、
一
級
病

院
は
郷
鎮
レ
ベ
ル
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

〈
６
〉 

こ
こ
で
は
合
作
社
へ
の
参
加
に
よ
る
貧
困
対
策
の
効
果
を
予
測

す
る
た
め
、「
支
給
後
の
一
人
当
た
り
の
年
収
が
四
五
〇
〇
元
未

満
」
と
い
う
低
保
の
支
給
基
準
を
参
考
に
し
て
、
支
給
後
の
合
計
年

収
が
四
五
〇
〇
元
を
超
え
な
い
よ
う
に
そ
の
支
給
額
を
推
計
し
た
。

表
３
に
お
け
る
推
計
値
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
比
較
す
る
た
め
に
、
各
世
帯
の
収
入
と
支
出
で
は
年

金
、
土
地
の
請
負
権
へ
の
補
助
金
、
農
業
外
の
収
入
お
よ
び
医
療
費

へ
の
支
出
を
固
定
し
た
。
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